
平成 24 年度被災地における海洋環境モニタリング第２次調査結果（詳細版） 

 

１．背景と目的

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災に伴い、被災地においては、陸域で山積み

保管されているがれき等の自然発火等による有害大気汚染物質等の発生、倒壊した建築物

の解体作業等におけるアスベストの飛散、被災した工場等からの有害物質の公共用水域・

地下水・土壌への漏出、津波による廃棄物の海上流出や油汚染及び福島第一原子力発電所

からの放射性物質の漏出等により、国民の健康への悪影響や生活環境の悪化が懸念されて

いた。現在でも仮置きされたがれき等が存在し、有害物質が漏出することが懸念されるこ

とから、これら環境汚染による人への健康被害の防止、被災地の生活環境や自然環境に対

する住民不安の解消のために、引き続き適確に状況把握する必要がある。 

このことから、海域においては、流出した有害物質及び廃棄物並びに福島第一原子力発

電所より漏出した放射性物質に起因して海洋環境中で汚染が生じる可能性のある項目につ

いて、平成 23 年度の調査結果を踏まえ、平成 24 年度第１次調査に引き続きその現状を把

握し、今後の経時的な変化の監視に資する第２次調査を実施した。 

（１）化学物質調査 

震災に起因する油等の流出による汚染物質の広がりを把握する。 

（２）海底ごみ実態調査 

津波により流出し海底に沈積した大型のがれき等（倒壊家屋、車両、船舶等）の実

態調査を行い、汚染物質の溶出や拡散状況を把握する。 

（３）放射性物質調査 

福島第一原子力発電所から漏出した放射性物質の広がりを把握する。 

 

２．調査内容 

調査は平成 25 年 1 月 12 日～1月 26 日に実施した。 

（１）化学物質調査 

青森県、岩手県、宮城県、福島県の海域に４測線（各測線ごとに離岸１ km、10km、

20km の３測点）及び６測点（18 測点）を配置し、調査を実施した（図１）。 

調査項目は表１に、分析方法は表２に示した。 

（２）海底ごみ実態調査 

化学物質調査の４測線のうち３測線のそれぞれ離岸１ km～10km 程度の測線、及び宮

古～釜石においては、沿岸と平行の２測線で調査を実施した（図１、図４）。サイド

スキャンソナーにより、海底沈積物及び海中浮遊物の状況を把握し、相対的に反応が

大きかった地点においては水中カメラによる撮影を行った。 

 

- 1 -



（３）放射性物質調査 

上記化学物質調査の測点においては放射性物質調査を実施した（図１）。表層海水

及び底層海水、海底土を採取し、放射性セシウム（セシウム 134 及び 137）およびスト

ロンチウム 90 の測定を行った。分析方法は表２に示した。 

３．調査結果の概要 

３．１ 環境基準調査 

（１）生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目） 

環境基準値（参考資料参照）と比較して問題となる値はありませんでした。 

 

（２）人の健康の保護に関する環境基準（健康項目） 

    全ての項目について環境基準値（参考資料参照）を下回っていました。 

 

（３）ポリ塩化ビフェニル（PCB） 

   海水中の PCB は、平成 24 年度第１次調査結果と比較すると、全調査測点においても 

環境基準値を下回っていました。堆積物中の PCB についても、いずれの測点において

も暫定除去基準値を下回っていました。現時点では、PCB 廃棄物に由来すると考えられ 

る汚染は検出されませんでした。 

 

（４）ダイオキシン類 

海水中のダイオキシン類は、仙台-２の値が他の測点よりもやや高くなっていました 

が、全調査測点の傾向としては、平成 24 年度第１次調査結果及び既存の調査結果と比 

較したが顕著な増加は認められず、ダイオキシン類による新たな汚染負荷の増大は確

認されませんでした。なお、いずれの測点においても環境基準値を下回っていました。 

堆積物中のダイオキシン類は、既存の調査結果の範囲内であり、いずれの測点におい

ても環境基準値を下回っていました。 

 

３．２ 化学物質調査 

（１）油分（炭化水素） 

 海水中の炭化水素は、概ね既存の調査結果の範囲内でした。釜石-１等、一部の測点 

においては他の測点よりも相対的にやや高い値が検出されましたが、新たな汚染負荷

の増大は確認されませんでした。 

 

（２）多環芳香族炭化水素 

    堆積物中の多環芳香族炭化水素の濃度は、既存の調査結果と同じ傾向を示しており、
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今回の調査結果により新たな汚染拡大は認められませんでした。なお、釜石‐１や南三

陸‐２‘等、一部の調査測点においては、震災起因と考えられる石油の成分が検出され

ました。 

 

（３）臭素系難燃剤（PBDE 及び HBCD） 

    海水中及び堆積物中の PBDE は、一部の測点においては他の測点よりも相対的にやや 

高い値が検出されましたが、既存の調査結果の範囲内であり、平成 24 年度第１次調査 

結果と同等でした。 

    海水中の HBCD については、いずれの測点においても検出されませんでした。一方、 

堆積物中の HBCD については、平成 24 年度第１次調査結果よりも低くなっていました。 

 

（４）有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA） 

有機フッ素化合物は、海水中の PFOS がすべての調査測点で検出限界値以下であり、 

海水中の PFOA 及び堆積物中の有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）については平成 24 

年度第１次調査結果とほぼ同等の値でした。 

 

３．３ 海底ごみ実態調査 

 離岸１km以遠の海域においてサイドスキャンソナー調査（注）を実施した結果、海

底に沈積しているごみが検知されました。八戸海域では、測線の沿岸側と沖側、宮古海

域では同じく沿岸側に少量のごみが分布する傾向が見られましたが、いずれの海域にお

いても「やや多い」と区分された場所はありませんでした。仙台湾では相対的に北部に

おいてはごみが多く分布し、南部においては相対的にごみが少なく分布する傾向が見ら

れましたが、いずれの海域においても、「やや多い」と区分された場所はなく、平成23

年度第３次調査における分布状況と比較して、海底ごみが増えている傾向は見られませ

んでした。

 また、これらに加え、宮古から釜石にかけて水深250mの等深線にほぼ沿った調査を

実施しましたが、全側線において海底ごみはほとんどありませんでした。

 サイドスキャンソナーでごみが検知された地点のうち、２地点において水中カメラに

よる撮影を行ったところ、海底に埋もれたロープと思われる物、木材と思われる物、貝

殻、細かなごみ等を確認しましたが、大型のごみは確認できませんでした。

（注）：サイドスキャンソナー調査とは、海底に向けて音響パルスを発信し、その反射・

散乱波を受信することにより、海底の地形や沈積物の状況を把握するものである。

 

- 3 -



３．４ 放射性物質調査 

海水中の放射性物質の濃度は、セシウム 134 は不検出（<0.00089 Bq/L）～0.041 Bq/L

の範囲であり、セシウム 137 は 0.0015 ～0.072 Bq/L の範囲でした。海底土の濃度につい

ては、セシウム 134 は不検出（<0.46 Bq/kg(dry)）～140 Bq/kg(dry)の範囲であり、セシ

ウム 137 は 0.42～240 Bq/kg(dry)の範囲でした。海底土のストロンチウム 90 については、

いずれの測点においても不検出（<0.22Bq/kg(dry)）でした。 

 

４．まとめ 

化学物質調査では、環境基準が設定されている項目（生活環境項目、健康項目及びダイ

オキシン類：参考資料参照）は、いずれも問題となる値は検出されず。臭素系難燃剤等の

それ以外の項目についても、全体として平成24年度第１次調査結果及び既存の調査結果と

同等あるいは低い値でした。 

海底ごみ調査では、いずれの海域においても、平成23年度第３次調査結果における分布

状況と比較して、ごみが増えている傾向は見られませんでした。今回の調査結果では、海

底に埋もれたロープや木材と思われる物、貝殻、細かなごみ等が発見されたが、調査対象

とした海域においては、全体的なごみの密度は比較的小さく、大型のごみは確認されませ

んでした。

今回の調査結果からは、多くの化学物質について震災の影響による新たな汚染負荷の状

況は見受けられませんでしたが、引き続きモニタリングを実施していくこととしています。 

 

※本文中の「既存の調査結果」とは、「平成 23 年度の調査結果」を意味しています。 
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５．東日本大震災に係る海洋環境モニタリング調査検討会検討員 

（50 音順、敬称略） 

石坂 丞二 名古屋大学地球水循環研究センター教授 

井上 均見 海上保安庁海洋情報部環境調査課海洋汚染調査室長 

小城 春雄 北海道大学水産学部名誉教授 

白山 義久 独立行政法人海洋研究開発機構理事 

田中   勝 鳥取環境大学サステイナビリティ研究所長・特任教授 

田辺 信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授 

中田 英昭 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科長（座長） 

西田 周平 東京大学大気海洋研究所教授 

野尻 幸宏 独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター上級主席研究員 

牧   秀明 独立行政法人国立環境研究所地域環境研究センター海洋環境研究室 

主任研究員 
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図 1 平成 24 年度第２次海洋環境モニタリングの調査位置(●印) 

※：――― はサイドスキャンソナーの調査測線を示す。 

※○は平成 23年度に調査を実施し、平成 24年度には実施しなかった測点を示す。
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表１ 化学物質調査の測定項目 

○水質調査 

採水時に、水色、透明度の測定、連続観測機器による水温・塩分・溶存酸素量

（DO)・濁度プロファイルの観測（表層から海底まで）を実施。 

①水質一般項目 水温、塩分、アンモニア態窒素 

②環境基準 

（生活環境項目） 

溶存酸素量(DO)、水素イオン濃度(pH)、 

化学的酸素要求量(COD)、全窒素、全リン、全亜鉛 

③環境基準 

（健康項目） 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、ア

ルキル水銀、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,1-ジクロロエ

チレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタ

ン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジ

ン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン 

④有機塩素化合物 PCB（※１） 

⑤ダイオキシン類 PCDD、PCDF、co-PCB（※２） 

⑥油分（炭化水素） HC（IGOSS 法）（※３） 

⑦臭素系難燃剤 PBDE、HBCD（※４） 

⑧有機フッ素化合物 PFOS、PFOA（※５） 

⑨放射性物質 セシウム 134、セシウム 137 

○底質調査 

採泥時に船上で泥温、泥色、泥臭を測定。 

①底質一般項目 粒度組成、水分含有率、硫化物、全有機態炭素、全窒素、全

リン 

②有機塩素化合物 PCB 

③ダイオキシン類 PCDD、PCDF、co-PCB 

④多環芳香族炭化水

素（※６） 

アセナフチレン、アセナフテン、ナフタレン(＊)、ジベンゾ

チオフェン(＊)、アントラセン、フェナントレン(＊)、フル

オレン(＊)、フルオランテン、ピレン、ベンゾ[a]アントラセ

ン、クリセン、ベンゾ[b,k]フルオランテン、ベンゾ[a]ピレ

ン、ベンゾ[e]ピレン、インデノ[1,2,3-cd]ピレン、ジベンゾ

[a,h]アントラセン、ベンゾ[ghi]ペリレンのアルキル基非置

換体及び＊を付した化合物のアルキル基置換体（炭素数１～

３程度） 

⑤臭素系難燃剤 PBDE、HBCD 

⑥有機フッ素化合物 PFOS、PFOA 

⑦放射性物質 セシウム 134、セシウム 137、ストロンチウム 90 
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※１ 

 PCB は、置換塩素の数（１～10）や位置によって 209 種の異性体が存在する。PCB の異性体

の中にはダイオキシン類と同様の毒性を示すものがある。これをコプラナーポリ塩化ビフェニ

ル（co-PCB）あるいはダイオキシン様 PCB と呼んでいる。PCB の測定時には通常、co-PCB も含

めた異性体の総量を測定しており、今回の測定においても同様である。 

 PCBについては水質の基準値（健康項目）及び底質の暫定除去基準が定められているととも

に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）に基づく第一種特定化学物質に

指定されている。また、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）の対象

物質であり、平成37年までの使用の全廃、平成40年までの適正な処分が求められており、我が

国ではポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（PCB特別措置法）

により、その処理が進められている。 

 

 
i=m+n=1～10 

 

※２ 

 ダイオキシン類は、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラ

ン（PCDF）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（co-PCB）の総称である（ダイオキシン類対策特

別措置法による定義）。PCDD及びPCDFは意図的に生成・使用されることはなく、ごみ焼却、製

鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガス等により非意図的に発生する。また、過去に使用さ

れたPCBや一部の農薬に不純物として含まれていたものが底泥などの環境中に蓄積している可

能性があるとの研究報告がある。一方、co-PCBはPCB製品に由来するものに加え、燃焼起源の

ものがある。 

 ダイオキシン類は、置換塩素の数や位置によって、PCDDは75種類、PCDFは135種類、co-PCB

は12種類の異性体がある。ダイオキシン類は異性体によりその毒性が大きく異なるため、各異

性体の量にそれぞれの毒性等価係数（TEF：Toxic Equivalency Factor）を掛けて足し合わせ

た値（毒性等量（TEQ：Toxicity Equivalency Quantity））が通常用いられる。また、ダイオ

キシン類はPOPs条約の対象物質であり、ダイオキシン類対策特別措置法により、基準値策定や

排出規制が行われている。 

 

 

 

PPCDD PCDF co-PCB 
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※３ 

 油分には様々な化合物が含まれるため、用いる分析方法により対象としている物質が異なる。

油分の基準としては、生活環境項目において「n-ヘキサン抽出物質」が「検出されないこと」

とされている。公定法の定量下限値は500μg/Lである。この分析方法はn-ヘキサンで抽出され

た物質の重量を測定するものであり、測定される物質は不揮発性の油分（80℃で揮発しない物

質（動植物油も含む））に加えて油分以外の物質（硫黄、界面活性剤、植物色素等）が含まれ

る。 

一方、本調査では海洋環境モニタリング調査で例年用いている IGOSS 法（国際海事機関

（IMO）が定める方法。海上保安庁 海洋汚染調査においても同じ方法が用いられている）を用

いた。これはクリセンを標準物質として蛍光光度を測定するものであり、測定される物質は多

環芳香族炭化水素である。多環芳香族炭化水素は重油中の数十％を占めるため、重質油系の指

標となる。定量下限値は 0.010μg/L である。 

 

クリセン 

※４ 

臭素系難燃剤は延焼防止を目的としてプラスチック・ゴム・化学繊維に添加されている。 

その一種であるポリブロモジフェニルエーテル（PBDE）は、置換臭素の数（1～10）や位置

によって、PCB と同様に 209 種の異性体が存在する。このうち 4～7 臭素置換体は POPs 条約の

対象物質であり、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入には許可が必要

で、特定の用途を除き使用が禁止されている。 

 

 

 

また、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン（HBCD）にも複数の異性体があり、主な

ものはα-HBCD、β-HBCD、γ-HBCD の 3 種類である。PBDE の代替物質の一つとして今後使用量

の増加が予測されている。POPs 条約の対象候補物質であり、化審法に基づく第一種監視化学

物質及び第三種監視化学物質に指定されている。 
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※５ 

有機フッ素化合物は、撥水処理、界面活性剤として各種生活用品に使用されている。 

その一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）は POPs 条約の対象物質であり、

化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。一方、ペルフルオロオクタン酸

（PFOA）は化審法に基づく第二種監視化学物質に指定されている。 

 

  PFOS 

 

     PFOA 
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※６ 

多環芳香族炭化水素（PAH）は、環状構造を有する炭化水素の総称である。非意図的に生成

され、環境中へ排出される。環境中への排出源は燃焼由来と非燃焼由来とに分けられるが、燃

焼由来が 90％以上を占めると考えられている。 

環数及び分子量の異なる多くの種類の PAH があるが、その一種であるベンゾ(a)ピレンは、

IARC（国際がん研究機関）において「２Ａ（ヒトに対して恐らく発がん性がある）」に分類さ

れている。 

 

ナフタレンアルキル基置換体   フルオレンアルキル基置換体   ジベンゾチオフェンアルキル基置換体 

R1-3：アルキル基（-CnH2n+1） 

フェナントレンアルキル基置換体 

アセナフテン   アセナフチレン        アントラセン         ピレン 

フルオランテン      クリセン      ベンズアントラセン 

ベンゾ[a]ピレン  ベンゾ[e]ピレン ベンゾ[b]フルオランテン ベンゾ[k]フルオランテン 

ジベンゾ[a,h]アントラセン  インデノ[1,2,3-cd]ピレン   ベンゾ[ghi]ペリレン 
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図 4(1) サイドスキャンソナー調査結果（海底ごみ；八戸、宮古、宮古～釜石）
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図 4(2) サイドスキャンソナー調査結果（海底ごみ；八戸～南三陸）（参考：平成 23年度第３次調査結果） 
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図 4(3) サイドスキャンソナー調査結果（海底ごみ；宮古～南三陸）（参考：平成 23年度第１次調査結果） 
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図 4(4) サイドスキャンソナー調査結果（海底ごみ；仙台、相馬） 
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図 4(5) サイドスキャンソナー調査結果（海底ごみ；石巻～相馬）（参考：平成 23 年度第３次調査結果）
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図 4(6) サイドスキャンソナー調査結果（海底ごみ；石巻～相馬）（参考：平成 23 年度第 1次調査結果）
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